
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3章 課題まとめ及び考察 

  

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3章 課題まとめ及び考察 

  

85



 

 

 

86

 

 

 

86



81 

 

 課題まとめ及び考察 第3章

 

1 課題まとめ 

今回，本市における駐輪実態を把握するために，駐輪施設実態調査と利用者アンケート調

査を実施した。 

課題として捉えた項目と内容は，図表 1.25 のとおりであった。 

 

 

項目 内容 

大規模施設 利用状況が義務台数と乖離しているのではないか。 

複合施設 放置自転車が多いのではないか。 

条例適用外施設 放置自転車が多いのではないか。 

商店街エリア 利用者が少ないのではないか。 

自転車通行規制エリア 利用者が少ないのではないか。 

コンビニエンスストア等，駐輪需要が集中する施設 放置自転車が多いのではないか。コンビニエンスストアに

ついては，大型の店舗より小型の店舗の方が放置自

転車は多いのではないか。 

屋上駐輪場・地下駐輪場 利用者が少ないのではないか。 

隔地駐輪場 利用者が少ないのではないか。 

使用する時の使い易さ 利用者の満足度が低いのではないか。 

 

これらの項目についての調査結果は，図表 3.1 のようになった。 

図表 3.1 課題調査結果 

課題 項目 課題の内容 調査結果 

1 大規模施設 利用状況が義務台数

と乖離しているのでは

ないか。 

・施設面積 5,000m2以上の施設について，駐輪率が 50％を超える

時間帯が 2施設で認められたが，それ以外では駐輪率が 20%程度

またはそれを下回る時間帯が 7割以上あった。 

・施設面積 1,000m2までの 107箇所を全体でみれば，駐輪率が

30％から 40%であった。 

・施設面積 1,000m2から5,000m2までの28箇所を全体でみれば，

駐輪率は 16％から 40％であった。 

・現行条例での義務台数に対して，実際の駐輪率は低い施設があ

り，施設面積が大きくなるに従い，その傾向はより大きかった。 

図表 1.25 課題として捉えた項目と内容（再掲） 
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2 複合施設 放置自転車が多いの

ではないか。 

・今回調査した複合施設（６施設）全体でみると，平日・休日，

時間帯を問わず，敷地内での放置自転車があった。 

・道路上の放置自転車があったのは，休日の 10時の時間帯と休日

の 15時の時間帯でそれぞれ 1台あったが，それ以外の放置自転車

は敷地内の放置であった。 

3 条例適用外施設 放置自転車が多いの

ではないか。 

・条例適用外施設においても，約 70％の施設が駐輪場をすでに設

置していた。 

・「駐輪場設置済」の施設全体の放置台数は，平日・休日，時間

帯に関わらず，1施設当たり 1台程度であった。 

・「駐輪場未設置」の施設全体の放置台数は，1施設当たり 3台か

ら 5台だった。 

・「駐輪場設置済」の施設全体では，駐輪率は最も多い時間帯で

44％であった。 

4 商店街エリア 利用者が少ないので

はないか。 

・商店街エリアでの駐輪率は 24%から 37%であり，50%以上になる

時間帯のある施設は 5施設あった。 

・商店街エリア内において，放置自転車は見られたが，5台以下で

あり，放置自転車の多くは，敷地内が多く，迷惑となる道路上の放

置は少ない。 

5 自転車通行規制

エリア 

利用者が少ないので

はないか。 

・2施設とも駐輪率が 100%になる時間帯があった。 

・駐輪率は高いが，道路上の放置自転車は確認されなかった。 

6 コンビニエンスストア

等，駐輪需要が

集中する施設 

放置自転車が多いの

ではないか。 

・大型コンビニエンスストアに対して，駐輪空間の確保が厳しい小規

模コンビニエンスストアの方が放置自転車の事例がやや多く見受けら

れた。 

・駐輪需要が集中すると考えた施設に関して，放置自転車は見られ

たが，一部の施設を除き，放置自転車の多くは，敷地内が多く，

迷惑となる道路上の放置は少ない。 

7 屋上駐輪場・地

下駐輪場 

利用者が少ないので

はないか。 

・屋上の駐輪場の駐輪率は，3施設中2施設でどの時間帯を見ても

20％以下であった。 

・地下駐輪場の駐輪率は屋上駐輪場に比べ高く，比較的利用され

ている。 

8 隔地駐輪場 利用者が少ないので

はないか。 

・目的施設から各地駐輪場までの距離が短い施設のほうが駐輪率は

高かった。 

・調査対象のうち，１施設に駐輪場の案内板が確認されなかった。 

9 使用する時の使い

易さ 

利用者の満足度が低

いのではないか。 

・駐輪場の設備構造をみると，平面式より１段ラック式の駐輪率が

高く，また，その設備を採用している施設のほうが，利用者の満足

度は高い傾向を示した。ただし，自転車ラックについては，今回の利

用者アンケート調査でも，「不便である」という意見も上がっていた。 
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・既設の駐輪場に対して，利用者の満足度は高い。 

・駐輪施設に対する自由意見の中には，「屋根の設置」や「他駐輪

車・バイク・自動車との接触不安」など，駐輪場の使い易さに関わる

意見もあった。 

 

 

 

2 考察 

今回の調査研究は，駐輪施設実態調査と利用者アンケート調査を市内全域において実施し

た。これらの考察を以下に示す。 

 

(1)駐輪施設実態調査 

駐輪場実態調査では，調査結果に示したとおり，今回調査した 178 箇所について，市域

全体を見た場合，自転車の利用が高く駐輪需要が最も高い時間帯でも，収容台数総数を超

えておらず，駐輪場に余裕があることが示された。また，市内全体のピークの駐輪率（駐

輪台数／収容台数）は 41％，都心部のピークの駐輪率は 41％となっている。 

それを踏まえ，課題項目別の調査結果から，今後検討すべき事項についてまとめる。 

 

【大規模施設】 

施設面積 5,000 ㎡以上の施設において，多くの時間帯で駐輪率が 20%程度やそれを下

回る結果となった。市内全体の駐輪率と比べると半分程度となっており，今後詳細に検討

する必要がある。 

 

【複合施設】 

複合施設において，敷地内における放置自転車は見られたが，道路上の放置はごくわず

かであり，今後も状況を確認していくことが望ましい。 

 

【条例適用外施設】 

条例において駐輪場の設置を必要としない条例適用外施設においても，70％程度の施

設が駐輪場を整備していることから，今後も状況を確認していくことが望ましい。 

 

【商店街エリア】 

商店街エリアにある施設での駐輪率も市内全体の駐輪率と同様 40％程度であったこと

からも，今後も状況を確認していくことが望ましい。一方，店舗ごとの駐輪場設置が困難

であること，図表 3.2 のように大阪市など他自治体において共同駐輪場の設置について制

度化されていることから，これらの動向も確認していくことが望ましい。 
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【自転車通行規制エリア】 

駐輪率が 100％となる時間帯があるなど駐輪率は高かったが，道路上の放置自転車は確

認されていない。自転車通行規制エリアを含む都心部における需要率は高いことからも，

今後も状況を確認していくことが望ましい。 

 

 

図表 3.2 大阪市，商店街の駐輪対策「駐輪需要を集約する共同自転車駐車場の活用を制度化（平成 28 年度）」 

出典：大阪市建設局 平成 27 年 10 月パブリックコメント 

「大阪市自転車駐車場の附置等に関する条例」の改

正を検討しています」資料 
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【駐輪需要が集中している施設】 

駐輪需要が集中すると考えた施設に関して，放置自転車は見られたが，一部の施設を除

き，放置自転車の多くは，敷地内が多く，迷惑となる道路上の放置は少ないことも考慮し，

今後詳細に検討する必要がある。 

 

【屋上駐輪場・地下駐輪場】 

屋上駐輪場の駐輪率は，3 施設中 2 施設でどの時間帯を見ても 20％以下と市内全体の

ピーク駐輪率の半分程度となっている。一方で，屋上駐輪場が設置されている都心部では

需要率が高いことから，今後詳細に検討する必要がある。 

地下駐輪場の駐輪率は屋上駐輪場に比べ高く，比較的利用されていることが確認できた

が，今後も状況を確認していくことが望ましい。 

 

【隔地駐輪場】 

目的施設から隔地駐輪場までの距離が長いと駐輪率が低下するため，案内板の整備等も

含め，今後詳細に検討する必要がある。 

 

(2)利用者アンケート調査 

利用者アンケート調査では，調査結果において述べたとおり，駐輪場実態調査で実施し

た施設周辺において 1,344 名から回答を得ることができた。目的施設までの所要時間では

95％が 20 分以内となっており，自転車は近距離で利用されていることが確認できた。ま

た，目的施設ごとの駐輪時間においてもコンビニエンスストアや郵便局は 30 分未満の短

時間利用が 90％以上，逆に遊技場や病院，スポーツ施設は 30 分未満の短時間利用が 10％

以下となっている。自転車の利用は近距離が多いと想定されるが，このことから，想定ど

おりの自転車の近距離利用や，用途別利用時間が確認できた。 

駐輪施設に対する満足度では，やや不満，不満を合わせると 10％以下であり，利用者の

多くは現在設置されている駐輪場に満足している一方で，「屋根があって満足している。屋

根を付けてほしい」などの意見もあり，使いやすさの観点から，利用者の立場に立って考

慮していく必要がある。 

 

(3)今後の検討に向けて 

今回の調査研究で，本市の駐輪需要に対して，現行の条例での駐輪施設の実態とその利

用者の意識調査を実施することで，課題の一端を把握することができた。 

市域全体において，駐輪場に余裕がある一方で，道路上放置が少なくなっている実態は，

付置義務による駐輪場の整備だけではなく，撤去に関する取組やルール・マナーの周知・

啓発といった京都市の自転車施策がうまく機能していることを示している。 
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本市は，これまで，市内の駐輪需要に対して適切な駐輪施設を提供するため，条例の改

正を実施しており，付置義務施設に対して，「規制緩和」「規制強化」「誘導策」を軸に，よ

り良い駐輪施策を打ち出すことで，時代の変化に則した駐輪環境の向上を実現してきた。 

今回の調査研究において，検討した課題のうち，大規模施設，駐輪需要が集中している

施設，屋上駐輪場・地下駐輪場，隔地駐輪場といった今後詳細に検討する必要がある項目

に対しては，引き続き，追加調査や詳細な検討を実施し，必要な対策を行うべきと考える。 

 

高齢社会の加速，愛好者も含めた自転車利用者の増加，観光等による市域外からの来訪

者の増加など，今後も自転車利用の機会や利用者の多様化が予想される。 

変化する自転車利用に対しては， 

・どういった駐輪施設を提供することが望ましいか 

・使いやすい駐輪施設とはどういったものか 

・利用者をどう誘導するのか，駐輪場設置をどういった方向に導くのか 

など，将来を展望した駐輪施策を推進することが期待される。  
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「市内中心部における駐輪需要等に関する調査研究について」 

同志社大学 商学部 青木真美 

 

 本報告書は，平成 28 年度に京都市建設局自転車政策推進室と一般財団法人地方自治研究機構

調査研究部が共同で調査研究したものである。 

 京都市ではすでに昭和 60 年度から放置自転車の防止条例を制定し，放置自転車の撤去と大規

模小売店舗等に対する自転車駐車場設置の義務付け（付置義務）などに取り組んできた。その後

国の法令改正などもあり，平成 5 年 3 月に制定された新京都市基本計画に駐輪場の計画的な整

備などが盛り込まれ，平成 12 年度には「京都市自転車総合計画」が策定された。この計画は平

成 22 年 3 月に改訂され，平成 27 年 3 月には「京都・新自転車計画」となっている。放置自転

車の撤去についてはこの新自転車計画と連動して，撤去強化区域の大幅拡大のための条例改正が

行われている。 

 自転車駐車場の付置義務については，現在は平成 21 年 10 月に改正されたものが適用されて

おり，対象も商業施設，銀行・郵便局，病院，学習施設，スポーツ施設，遊技施設，官公署など

多岐にわたっている。 

 さらに，平成 28 年 10 月には自転車走行環境整備ガイドラインも策定して，ルールやマナー

の「みえる化」を図り，自転車の走行位置を車道左側に明示するなどの措置が開始されている。 

 本報告書は全体的な自転車政策の中で，付置義務の有効性や効果，利用状況，利用者からの評

価などについて明らかにするために，実地調査とアンケート調査を行ったものである。行政が政

策について検証・検討を行う事例はあまり多くなく，その意味でも評価すべき調査研究であると

いえる。 

 京都における自転車の利用状況や駐輪の実態をみると，府内における自転車の保有台数は，昭

和 63 年の 117 万 9 千台から平成 25 年の 168 万 2 千台と，4 割以上も増加している。一方で内

閣府の調査による放置自転車台数は平成 13 年度の 1 万 340 台から平成 27 年度の 370 台と大幅

に減少している。 

今回の調査では，付置義務のある施設の周辺での路上の放置自転車がほとんどないという結果

が出ている。また，付置義務を課せられていない平成 21 年度以前の施設についても 7 割が，駐

輪施設を設置しているということも判明している。 

 本調査で，放置防止条例の付置義務が社会に浸透し，駐輪場がかなり整備され放置自転車が少

なくなってきている実態が明らかになった。これは放置自転車の撤去というムチと駐輪場の整備

というアメが上手く組み合わされて出てきた成果だといえよう。 

 とはいえ，まだまだ路上の放置自転車が皆無となったわけではなく，撤去と整備という両輪に

「ルールやマナーの徹底」という要素がさらに加わることによって，自転車をめぐる環境がより

向上することが期待されよう。 

 他の地方自治体と比較して，京都市の自転車政策は多岐にわたっており，かなり厳しく実施さ

れているといえる。その財源的投入に見合った成果が得られているといえるのではないだろうか。 
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委員会・事務局名簿 

 

 

委員長 青 木  真 美 同志社大学 商学部教授 

委員 志渡澤 祥宏 京都市 建設局自転車政策推進室長 

 鈴 木  稔 郎 一般財団法人地方自治研究機構 調査研究部 上席研究員 

   

   

事務局 荒 木  寿 孝 京都市 建設局自転車政策推進室 基盤整備係長 

 髙 野  良 二 京都市 建設局自転車政策推進室 主任 

 江 見  哲 郎 一般財団法人地方自治研究機構 調査研究部 主任研究員 

 唐 沢  崇 樹 一般財団法人地方自治研究機構 調査研究部 研究員 

   

基礎調査

機関 

中 西  久 総合調査設計株式会社 計画担当マネージャー 

 笹 井  浩 総合調査設計株式会社 調査担当マネージャー 技術士（建設部門） 

   

（順不同，敬称略） 
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3 駐輪施設実態調査票及び利用者アンケート調査票 

 

 　　　　　区 区  施設ＮＯ． 自転車 原付

調査日時 　　　　月　　　　　日（　　　　）　　　　　時　　　　　分

問１ ここまではどのくらいですか？今日の目的はなんですか？また、目的場所はどこですか？

それぞれ最も当てはまる番号に１つずつ○をお答えください。

所要時間 １．約５分未満　　　２．約５～１０分未満　　　３．約１０～２０分未満　　　４．約２０分以上（　　　　分程度）

１．通勤　　２．通学　　３．仕事　　４．通院　　５．公共施設　　６．買い物　　７．食事　　８．観光　　９．娯楽

10．訪問　　11．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１．食料品等小売店舗　　２．食料品を取り扱わない小売店舗　　３．ｺﾝﾋﾞﾆ　　４．遊技場　　５．銀行

６．飲食店　　７．病院　　８．学習施設　　９．博物館等　　10．スポーツ施設　　11．郵便局　　12．映画館

13.ｶﾗｵｹﾎﾞｯｸｽ　　14.レンタルビデオ店　　15.官公署　　16.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

差し支えなければ目的施設の名称を具体的に教えてください。

施設名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問２ こちらでの駐輪時間はどのくらいですか？該当する番号に１つだけ○をお答えください。（駐輪開始時間：　　　　時頃）

１．３０分未満　　２．３０分～１時間未満　　３．１～２時間未満　　４．２～３時間未満　　５．３時間以上（　　　　時間）

問３ 目的地までの距離はここからどのくらいですか？該当する番号に１つだけ○をお答えください。

１．直近～５０ｍ未満　　　２．５０～１００ｍ未満　　　３．１００～２００ｍ未満　　　４．２００ｍ以上（　　　　　ｍ程度）

問４ こちらの駐輪場を利用された理由は何ですか？該当する番号に最大３つまで○をお答えください。

１．目的地に近いから ２．無料だから ３．納得できる施設利用料だから

４．他の駐輪場を知らないから ５．路上駐輪をしたくないから ６．広く停めやすいから

７．いつも利用しているから ８．管理人がいて安心して置けるから ９．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問５ それ以外の方にお聞きします。こちらに停めている理由は何ですか？該当する番号に最大３つまで○をお答えください。

１．駐輪場がないから ２．駐輪場の場所を知らないから ３．駐輪場が遠いから

４．駐輪場が混んでいるから ５．駐輪場の設備が使いにくいから（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

６．駐輪場が有料だから ７．駐輪料金が高いから ８．短時間しか停めないから

９．みんなが停めているから 10．邪魔にならないから 11．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問６ 駐輪場を利用された方にお聞きします。こちらの駐輪場に満足していますか？

５段階評価で、該当する番号に１つだけ○をお答えください。

問７ どのような点が満足・不満ですか？具体的にお答えください。

（ ）

問８ 駐輪について、なにかご意見・ご感想がありましたら自由にお答えください。

①あなたの性別は？ １．男性 ２．女性

②あなたの年齢は？ １．10代　　　２．20代　　　３．30代　　　４．40代　　　５．50代　　　６．60代　　　７．70代以上

③あなたのご職業は？ １．中・高校生　　２．大学生・院生　　３．会社員・公務員　　４．自営業　　５．パート・アルバイト

６．専業主婦・主夫　　　７．無職　　　８．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

④あなたのお住まいは？ １．京都市内（　　　　　　区）　　　２．京都府下（　　　　　　　　市町村）　　　３．他府県（　　　　　　　　　）

集客施設自転車利用者アンケート調査

５．満足　　　４．やや満足　　　３．普通　　　２．やや不満　　　１．不満

最後に、あなた自身のことについて教えてください。

本日の行動について教えてください。

利用目的

駐輪場の満足度についておたずねします。

目的施設

駐輪場利用者

それ以外の方

図表 参考資料 3.1 アンケート調査票 
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4 駐輪実態報告資料（別冊） 

 

別冊「市内中心部における駐輪需要等に関する調査研究 資料編（駐輪実態調査報告）に掲

載する。 
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